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は じめ に

　こ の テ
ー マ が 与 え られ ま した が

，
い ろい ろ な角度か ら話 が で きる と思 い ます 。

が
， 地方の 一教 会の 牧師 と して 私が語る こ とがで きる の は

， 教会形成的 ， また

伝道 的 な観点 か ら ， 体験 的 に語 る こ とで す 。

　まず ，
こ の

， 「法的基盤 と教 派的伝統」 とい う ， 今 回の 伝道協議 会 の テ ー マ

の 立 て 方は ど うい うこ とを意味 して い る の か と考 え ます。 わ た しは
，

こ れ は
，

教 団の 諸教会が 立 っ て い る場は何で あるか
，

とい う問題意識で あろ うと思い ま

す 。 我 々 が 二 本 の 足で 立 っ て い る とする と， そ の 場は ，

一
つ は

， 教団の 法的基

盤 の 上 に立 っ て お り， もう一 つ の 足 は教 派 的伝統 の 上 にあ る
，

とい うこ とで あ

ろ うと思 い ます 。

　 日本 基督教 団の 法的基盤 とい うの は そ の 信仰告白と教 憲 ・教 規 で あ ります 。

それ は法 的拘 束力 を持 っ て い ます 。 それ は教 団 とい う全体 教会 と各個 教会 との

問の 契約の 内容 その もの だ か らで す。

　教派的伝統 とい うの は合同 して 日本基督教 団を形 成 した 各教 派の 特徴的な伝

統 で あ ります 。 これ は 法的 に は拘束力を持 っ て い ない
。 自由に 選 び取る こ とが

で きる
。 そ の 中核は 教派特有の 形を伴 っ た 霊性で ある ， とわた しは 見て い ます。

　 しか し， 我 々 の 二 本の 足 は
， 均等に二 つ の 上 に その 重心 をおい て立 っ て い る

か と言 う と
， そ うで は ない 。 教 会 に よ っ て

， 人に よ っ て
， 軸足 とそ の 置 き方が

違 うと思 う。 歴 史的に言うと
， 当初は 各個の 教会に と っ て は

， 教派的伝統の 方
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が ， 教 団の 法 よ り先 にあ っ た わ けで す か ら， 教 団の 法 的基盤 よ りも教派 的伝 統

の ほ うが大切 で あ る
，

とい うこ とに な る 。 そ うい う状 況で 教 団が 出発 した 。 し

か し， 教団の 歴史も63年経ちました か ら， それ以前の 教派の 歴史 とほ ぼ 同 じ長

さ
， ある い は それ を越 える長 さに な りま した 。 教 団の 法的基 盤 の 重 さ を もは や

軽 く見 る こ とは で きな い
。 また

， 教 団 も一
つ の 合同教 会 として の 伝統 を既 に 形

成 しつ つ ある と言 っ て もよい と思 い ます 。

　今， 教 団人 の 意識 は ど うか と問 うと， 「私 の 教 会は
， 合同以 前 の 教派的伝統

を とて も大事に して ， 守 っ て い る」， とい う人た ち もい るで し ょ う。 「教派 的伝

統 は 意識 して い る が ， 特 にそ れ を強調 して は い ない 」，
とい う教 会 もあ る 。 あ

る い は
， 教 団成立 以後 に で きた教 会 の 人 た ちは

， 「私 た ちの 教 派的伝統 は教 団

その もの
， 教 団の 法 的基盤 そ の もの が 私 た ち の 伝統 だ」， と言 う人 た ち もい る

と思 い ます。

　そ うい うわけで ， 私は ， 私自身と身近な各個教会の 現実か ら話 したい
。

1　 私の教派的体験

　ある人 に
， 私の 教派的背景は何で す か と聞かれた こ とがあ る 。 その と き，

と

っ さに 出た の は 「私は 教派的 には ハ イブ リ ッ ドで す」 とい う答えで した 。

　私 は高校生時代 に ， 福音派 の 宣 教 師の 家庭 集会 と内村鑑 三 や矢内原忠雄 な ど

の 本 を通 して キ リス ト教 を知 る よ うに な りま した 。 また
，

い くつ か の 教会の 礼

拝 に も出て み ましたが ， 教会で 求道する とこ ろ まで 行 きませ ん で した。 大学生

に な っ て
， 国際基督教大学教会 で 求道 し ， 受洗 しま した 。

こ の 教 会 は 超 教 派

（無教会 の 人た ちを含む）の 教会で す。 卒業後社会人 に な っ て も数年間こ の 教会

に 通い ま した 。

　神学生時代 には
， 旧 メ ソ ヂ ス トの 教 会 に 出席 しま した 。 伝道 師時代 に は

， 旧

日基の 伝統 を持つ 教会で 3年間訓練 を受けま した
。

こ の 教会は 長老派の 伝統を

大切 に して い ました 。 それ か ら，
ア メ リ カに 1 年半ほ ど留学 を しま したが

， 学

ん だ とこ ろ は 長老 派の 神学校 で す 。 その 間出席 した教 会 も主 に 長老派の 教 会で

した 。 さ らに
，

そ の 間 ， 個 人的 に 親 しい 交わ りを して くだ さ っ た 牧師家 族 も長
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老派 の 人 で した 。

　そ れ か ら， 帰国 して 関東教区の
，

旧 日基 の 伝統を持つ 教会 に 7 年間 ， そ の 後

東海教区で 旧メ ソ ヂ ス トの 伝統 を持つ 教会 に24年間仕 えて い ます。
こ の 教会は

カ ナ ダメ ソ ヂ ス ト教会が 日本 に伝道 して最初 に建て た教会で すの で
， その メ ソ

ヂ ス ト意識は強 い もの が あ ります 。

　こ の よ うな履歴 を持 つ 私は
， 主 と して 長老派 とメ ソ ヂ ス トの 伝統を学び

， 意

識 しなが ら ， 教 会形成 を して きた者 で す 。 「ハ イブ リ ッ ド」とい う語 は二 種以上

の 生 物が 混合 して で きた新種 を意味 して い る 。 そ して
， そ れ は しば しば よ りよ

い 資質 を もっ た 新種を指 す こ とが 多い と感 じて い るが
， 私 もそ うい う意味で

，

複数の 教派の よい とこ ろ を身に つ け たい と
， 願 っ て きました 。

ll 東海教区 （静岡県 ， 山梨県 ， 長野県）の 諸教会の教派的伝統

　私は東海教区の 教会に24年間在任 して い るの で ，
こ の 教区に おける 旧教 派の

流れ とそれ らが教 区形 成 に どの よ うな影響 を及ぼ して い る か を知 りうる 立場 に

あ ります 。 教 団の 中の 教派 的伝 統の 現実 を知 る
一

つ の ケ ー ス と して
， 東海教 区

の そ れ を知る こ とは意味が ある こ とだ と思 うの で
， 示 した い

。

A． 東海教区の 旧教派の 伝統 を持つ 教会の概観 は以下 の通 り です 。

  メ ソ ヂ ス ト系 31教会

　 a ． カナ ダ・メ ソ ヂ ス ト ：27教会　　静岡 ， 藤枝 ， 焼津 ， 島田 ， 榛原 ， 相

　 良 ， 沼 津 ， 富士 宮 ， 浜松 ， 気賀 ， 掛 川 ， 袋井 ， 南 遠 ， 中遠 ， 長野県町 ，

　 須坂 ， 信州 中野 ，
上 田新参町 ， 小 諸 ， 岩村 田

，
韮 崎 ， 甲府 ， 市 川 ， 巨摩 ，

　 日下部 ， 勝沼 ， 谷村 ，

　 b ． ア メ リカ ・メ ソ ヂ ス ト （美以 教会） ：4 教 会　松代 ， 豊科 ， 松本 ， 伊

　 那坂下

  日本基督教会系 15教会

　 三 島 ， 修善寺 ， 香貫 ， 富士 ， 御殿 場 ， 岩本 ， 大宮 共立 ， 駿府 ， 遠州 ， 遠

　 州栄光 ， 長野 ， 佐久， 諏訪， 松本東 ， 山梨，
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  メ ソヂ ス トと日基 の 合同 ： 1教会　 飯 田吾妻町

  美 普教会（メ ソ ヂ ス トプ ロ テ ス タ ン ト）　 3教 会

　蒲原 ， 静岡草深 ， 浜松元城

  カナ ダ ・ メ ソ ヂ ス トと美普の 合同　 2 教 会　 吉原 ， 清水

  同盟 協 会（ス ウ ェ
ー デ ン ア ラ イア ン ス ） 3 教会　 熱 海 ， 宇佐美 ， 伊 東 ，

  福音教 会　4 教会　　　　下 田 ， 松 崎 ， 沼津岳南 ， 神愛

  ホ ー リネス 教会 3 教会 南豆
，

上 諏訪 ， 大月新生

  救世軍　1 教会　　沼津大岡

  同胞教 会 　1 教会 静岡
一
番町

  伝道館 ・活水 の 群 れ　3 教会　信州 ， 飯 田知久町 ， 飯 田入舟

  バ プテ ス ト教 会　1 教 会　　大 町

  合同教会　1 教会　軽井沢

  教 団成立 後の 教会　　24教 会

　伊豆 八 幡野 ， 稲取 ， 伊豆 長岡， 羊之舎 ， 神山， 浜北 ， 長野本郷 ， 篠 ノ 井，

　信濃村 ， 坂 城栄光 ， 軽井沢 追分 ， 軽井沢 南 ， 松本筑摩野 ， 波 田 ， 塩 尻 ア

　イオ ナ
， 富士見高原 ， 飯 田 馬場町 ， 喬木 ， 愛宕町 ， 南 甲府 ， 峡南 ， 石和 ，

　 山梨八代 ， 甲府中央

　　 　 　　 　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 　　 　 合計 　 93

　以上 の 概 観 を見 る だ けで も
，

こ の 教区 の 教派的伝統が 随分多様 で ある こ

とが 知 られ よ う。 さ ら に ，
こ れ に幾つ か の コ メ ン トを以 下 の よ うに 加え た

い 。

・以上 の 分類 は
， 私の 判断 に よ る もの で

， 個別の 教会に お い て は 別の 判断

　 が あ るか もしれ ない こ とを付け加 えてお く。

・教団成立 後 に 旧 教派の 伝統 を もつ 教会か ら枝分か れ ない し分裂 した もの

　 が あ る 。 それ らの 教 会 は 旧教 派 の 伝統 を受け継 い で い る 場 合が 多い
。 ま

　 た
， 教 団成立後 全 く新 し くで きた 教 会 も ， 旧教 派 の 伝 統 を取 り入 れ て い

　 る もの が ある 。

6

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

合同教会 と して の 日本基督教団

・以上 を大 別 す る と ， メ ソ ヂ ス ト系 ， 日基系 ， 教 団成立 以後の 教 会 ， 福 音

派その 他 ，
の 4 グル

ー
プ に 分 ける こ とが で きる 。 その 中で もメ ソ ヂ ス ト

系の 教会が数 に お い て も， 影響力に お い て も顕著で ある 。

・旧教 派の 伝 統 を持 つ 教 会 で も ， 意識 的 に それ を強調 して い る とは か ぎら

　ない
。

・また ， 旧教 派 の 伝統 を持つ 教 会 の 中で も別 の 教 派的伝統 に乗 りか えた も

の が幾 つ か あ る 。 それ は
， 私 の 知る 限 り， 長老派へ の 乗 りか えで ある 。

・ なお
， 参考の た め に記 せ ば

，
2003年度 ， 専任 の伝道者 を迎 え る こ とが で

きない 教会 は 6 教 会 で あ る 。 また
，
2003年度 ， 教 区 の 互 助 を受 けて い る

教 会は 13で あ る 。

B ．私 の観察

  旧教派 の 伝統 を意識的 に保持 し ， 教 会 形成 の 柱 に して い る 教 会 は教 区内

に相当あ る
。 しか し ， そ の 程度に は 差が あ る

。 旧教 派 の グ ル ー プ （更 新伝

道会 ， 改革長老主義教 会協議会 ， 連 合長 老会 ， 活水 の 群れ な ど） に所属 し

て い る か ど うか が
，

一
つ の 尺 度 とな る 。 概 して

， 教派 的伝統 を大事 に して

い る教会は 安定 して い る と思 わ れ る 。 教 団成立後 に で きた教会で も教 派的

伝統 を選 び 取 り， それ を教会形成の 柱 に す え て い る教会が か な りあ る
。 そ

れ が教 会 の ア イデ ン テ ィ テ ィ
ー

の 中核 に な り， 強 さに つ なが っ て い る と思

わ れ る 。

  しか し ， 教派的伝統 を強 く主張す る 教 会は 多 くな い と思 わ れ る 。 考 え ら

れ る 理 由は
， 東海教 区が教 派的伝統 と教 団の 法的基盤 を重んず る立場 との

，

バ ラ ン ス の と れ た 姿 勢 を持 っ て い る こ と， 旧教 派 意識 が 薄 れ て きた こ と
，

教会間で 移動す る信徒 に と っ て 旧 教派 の 強調 に は違和感が あ る こ とな どで

あ る 。 私が 仕 える 静岡教会（旧 メ ソヂ ス ト）で も ， 教派的伝統 を冷静 に学 び
，

よ い 点の み を取 り入れ よ うと して きま した 。

  旧教派 の 伝統 を変えて
，

か た い 長老 主義 に し よ う と して い る と こ ろ が 幾

つ か あ る が ， 私 の 見 る とこ ろ ， 成功 して い ない
。 教派的伝統 を ，

た と え ，
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弱点が あ る と して も， 否定 す る と
， それ は

， 新 しい 教会形成の た め に は 強

い マ イナス 要 因 とな る 。 その 伝統 の よい 面 を生 か す方向へ と向か わ なけれ

ば な らない の で は ない か 。

  教 派の 伝 統 を持 っ て い る 教 会 にせ よ
， 伝統 を乗 り換 えた教 会 に せ よ

， 規

模が 小 さ い とそれ を維持す る の は 難 しい
。 牧師の 交代 で 不 安定 とな る傾 向

が 見 られ ます 。 地方教区 に は小 教 会 が 多い
。 教 区 ， 分 区で 相 互 に 交 わ り，

助 け 合 わ な け れ ば な ら ない
。 そ れ は

， 教 団 の 法 的基盤 に立 つ 以外 に で きな

い の で す 。

C ． 東海教区の 教団 に 対する姿勢

　東海教 区全 体 は
， 早 くか ら教団政 治に 関心 を持ち， 積極的に発言 を して

きま した 。 全体教 会の 大切 さを心 得て い る教区で す。 1960年代 に は
， 教 団

総 会で 「教 区の 教 会性 」を認 め る よ う強 く主張 しま した 。 例 えば ， 教 団総 会

議 員 を教区代表 とする議案 ， 教 区議長 を常議 員 にす る議案 な ど を総会 に提

出 した こ とが あ る
。 その 点で は

， 中会 を重んず る 旧 日基 の 伝 統 に その 良 さ

を見 出 して い る とい え ます 。 しか し，教 区は教 会 で は ない とい う教 団の 立

場 を変 える こ とは で きませ ん で した 。

　 1969年に教 団紛争が起 きて か らは
， 東海教区は 次の 3点を主張 して きました 。

　 a ．信仰告白の 確立 ， b ．会議性の 尊重 ，
　 c ．教 団総会の 暫定性 の確保

　（東京， 大阪教区選 出議員不在 の ゆ えに）

こ の 主張は
，

ま さに 教 団の 法的基盤 を守ろ うとする立場に基い て い ます 。
こ

の 立場か ら教区は以下 の よ うな歩み を して きました 。

  東海教区で は
， 教 団 の 正 常化 を 目的 とす る福 音主義 教会 連合 に参加 した

教 会 が多く出 ま した 。 また
， 教 団負担金未納 を もっ て 教 団政治 を正 そ うと

す る教 会 も続 出 しま した。 そ して
， 教区は その 流 れ に 理解 の 姿勢 を示 した

の で す 。 それ は
， 教 区は 教団の あ り方 に強 く批判 的で あ っ たか らで す 。

  しか し ， 福 音 主義教 会連合 に よ る教師試験 と按手礼 を受けた教 区内の 教

師が 聖礼 典 を執 行 した 時 ， 常置委員会は す ぐに
， そ の 教会 に聖礼 典執 行 を
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止 め る よ うに勧告 し ま した
。 そ れ は 結果 的 に

， 幾つ か の 教 会の 教 団離脱 に

つ な が りました
。

こ れ は教 区 に と っ て 大 きな 痛み とな りま した 。 こ れ も教

団の 法 を律儀 に守 ろ うとす る教 区の 姿勢の 現れ で した 。

  や が て
， 負担 金未納運動は 教 団正 常化の た め に

，
か え っ て マ イナ ス に な

る とい う反 省か ら ， 中止す る教 会が 増 え
， 教 区 も， 未納 の 負担 金 を教 区が

肩代 わ りを して 教 団に納 め る こ と を実行 し
，

や が て 解決 しま した
。 そ の 間，

教 区は未納教会 に 圧力 をかけませ ん で した 。

  兵庫教 区 の
， 補 教 師の 聖 礼典執行 を容 認す る声明 に 反対 の 表明 を しま し

た 。

  教 区 は
，

1890年の 日基 の 信仰告白を も っ て 洗礼 を授 け て い た あ る教 会 を

指導 して 教団の 信仰告白を もっ て 洗礼 を授 ける よ うに導い た こ ともあ りま

す。

  「沖縄 キ リス ト教 団 との 合 同の と らえ なお し」 問題 も教 団の 法 的基盤 を

崩す との 　認識か ら， 反対を表明 し
， 沖縄教区と対話 して きま した。

川　 教団の 法的基盤 に つ い て

　合同教会 として の 教団の 法的基盤 は
， 第

一
義的に は信仰告白及び教憲 ・教 規

で す 。

同時 に
， 教 団は

， 第二 義的に こ の 世 の 法的秩序 の 下で 宗教法 人法 に従 っ て 法人

格を有す る法的基盤 を持 っ て い ます。 後者の 法的基盤 は
， 具体 的 には

， 包括法

人 と して の 教 団で は宗教法人 日本基督教団規則が それ で あ り， 被包括法人 と し

ての 各個教会の そ れ は
， 宗教法 人 日本基督教 団○○教会規則で す 。

　こ の 宗教法人 と して の
， 教 団の 法的基盤 は 第二 義的で あ る とは い っ て も， 教

団 と各個教会 との 関係に つ い て とて も重要 なこ とを規定 して い ます。 すな わ ち ，

教 会 は教 団に対 して ， 法的 に独立 して お り， 教 会が教 団 との 契約関係 を結 ぶ の

も解 くの も自由で あ る こ と を規定 して い ます 。 それ は
， 教団は

， 各個教会 を重

んず る プ ロ テ ス タ ン ト教会 と して
， 第二 の 法的基盤をも選 び取 っ た と見 て い い

と思い ますの で （宗教法人法の 下 で 宗教法人 の 形態は 種 々 ある の で
， 各個教 会
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に 法人格を与える の は 一
つ の 形態で す 。）， 第

一 と第二 の 法的基盤は セ ッ トで 受

け止め るべ きで す 。

　教団 は
， 第

一
の 法的基盤に お い て

，
そ の 信仰 と職制 を定め て い ます 。 こ れ は

，

多様 な教 派的伝統 を持つ 諸教会が
一
致 して定め た合同教会の 基本的信仰 と秩序

で す 。
こ れ は聖 な る契約で す 。 法的拘束力 を持 っ て い る。 守 られ ねばな らない

。

変更 され る可能性 は あ る と して も
，

そ れ は
， 教 憲 ・教 規に従 っ て行わ れ な けれ

ば な りませ ん し， また
， 公同教会の伝統か ら逸脱す る こ とは 許 され ませ ん 。 教

団 も各個教 会も内的 に公同教会の伝統 に縛 られ て い る とい え ましょ う。

　第二 の 法的基盤 に お い て は
， 教 団 も各個教 会 も国家 に対 して 法的関係 を結ん

で い ます。 と同時に教 団 と各個教会が 独立 の 法人 と して
， 対等 に法的関係 ，

つ

ま り契約 を結んで い ます。 教団 と各個教会の 対等な関係は ， 教憲 ・教規で は必

ず し も明 らか で は ない が ，
こ の 両法人 の 規則 に よ り， そ れが 明 らか とな ります 。

包括 ・被包括 の 関係が
， 被包括法人 の 自由 にお い て結 ばれ ， 解 か れ る とい うこ

とは決定的に重要で あ る とい うこ と に な ります 。

　他 方 ， 包括法人で ある 教 団は
， 各個教 会 との 関係 を自由に する こ とは で きま

せ ん 。 また
， 強制力 を発揮す る権力 的基盤 を持 っ て い ませ ん 。 教 会の 財産は教

会の 主権の 下 にあ るか らで す。 教 団 は
，

た だ
， 信仰告白と教憲 ・教規 とい う契

約に 従 っ て ， 行動する 自由を持 っ て い るの み で す 。
こ の 点 におい て ， 包括法人

で ある教団の 方が 弱い 立場に ある と さ え言え る の で す 。

　教団の 強 さは た だ
， その 公同教会 と して の 信仰 と秩序の 伝統を受け継い で い

る とい う霊的権威 に ある の で す 。 したが っ て
， 教 団がその 法的基盤 で あ る信仰

告 白 と教 憲 ・教 規 の 重 要性 を忘 れ
，

こ れ を軽 ん ず る な らば
， 教 団 の 権威 は地 に

落ち ， その 存在理 由 を失い ます 。
こ の こ とを

， 教 団人 は よ く認識 して きた で し

ょ うか 。 疑 問で す 。

　紛争当時 ， 多 くの 教 会が教 団負担金未納 を実行 しま した 。
こ れ は ， 教団が教

憲教規 を軽 ん ずる とい う契約不履行 を して い る か ら， 教会が対抗措置 に 出た と

い うこ とで す 。 それ に対 して
， 教団は こ れ を止 め る すべ を知 りませ ん で した

。

教団は 自らの 弱 さ をそ の 時知 っ た の で は な い で し ょ うか 。
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　1960年代 か ら紛 争時代 にか けて ， 教 団は 上意下 達の 意識か ら抜けきれ て い

なか っ た と
， 私 は見 て い ます 。 その 理由は

， 第
一

に ，
ミ ッ シ ョ ン教会の 意識で

す 。 日本 の 諸教会は ， ア メ リカ の 諸教会か らの 援助 を
， 戦前に おい て も， 戦後

におい て も大 き く受け ， 教団は その 援助 の チ ャ ン ネル とな っ て い ま した 。 教 団

に は 大 きな権力が付与 され て い た こ とに な ります。 しか し ， 海外か らの 援助が

な くな っ て い っ たの が 1960年代で した 。 第二 の 理由は
， 教区の 位置付けで す 。

教 団 と教 会 は法 人格 を持 っ て い るが ， 教 区は 法人格 を持 っ て い ない
。 そ れ 故 ，

教 区は教 団の 下 請け機関の よ うに見 られ た と思 われ ます。 法人格を持 っ て い な

くて も， 教 団の 中で
， 教区に教会性 を付与す る こ とを求め た東海教区な どの 議

案は認 め られ ませ んで した 。 しか し ， 教 区は 諸教会 の 会議 で あ る こ と に間違い

は ない の で すか ら
， 諸教会の 意志 を ま とめ る 中間機 関 と して の 教 区 を も っ と重

んず るべ きで あ りました 。

　1960 年代後半 に ， 戦責告白や ， 沖縄キ リス ト教 団 との 合同， 万博 参加決議

な ど
，

とて も重要 な こ とが常議員会 レベ ル で 短期 間の 内に まとめ られ ま した が
，

途中で 教 区の 意見 を聴取す る こ とは あ りませ ん で した 。 そ れ らは皆 ， 決 ま っ た

後か ら大問題に な りました 。 2 年に
一
度の

， 3 日間の 教 団総会の み で
， 教団の

重要政 策を決定するの に は無理が あ ります 。 当然 ， 結果的 に は各個教会 の 軽 視 ，

とな ります 。 しか も
，

上 記 の 決議 の 内 ， 戦責告 白は 常議 員会 の み で 決定 され
，

教 団総 会で議題 に され ませ ん で した 。 万博参加な ど
， もし教区レベ ル に お ろ し

て 意見 を聞い て い れ ば， 問題 提起 者 た ちの 突 き上 げ に あれ ほ ど うろ た えた り，

混乱 す る こ とは なか っ た はず で す 。

　 した が っ て
， 教団の 法的基盤 におい て は

， 教 団の 意志決定が どの ように なさ

れ る の か
，

とい うこ とが 最 も重 要 に な ります ． 「教 団 は教憲 ・教規 の 定め る と

こ ろ に従 っ て ， 会議制 に よ りその 政治 を行 う」 と教 憲第4条 に あ りますが ，
こ

の 会議制に は 運用の 余地が あ ります。 教 団の 会議 をい か に
， 教 会の 会議 にふ さ

わ しい
， 聖霊 の 導 きに よる聖 な る会議 とす る か が 課題で す 。
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IV　教会形成 と伝道との観点 か ら

　1． 教派的伝統の 実質 は なに か

　教派的伝統 とい うの は
， 現在の 教 団に あ っ て は

， 法 的 な もの で は あ りませ ん 。

勿論 ， 旧教派に おい て は
， そ の 伝統が法 とな っ て い ま した 。 そ れ ぞ れ の 信仰箇

条 ， 宗教箇条 な ど は教 団 の 信 仰告白に受け継が れ ま した 。 が
， 多 くの 教派は

，

政 治的秩序 に 関す る法 的基盤 を捨て ま した 。 た だ し ， 教 派に よ っ て は ， そ の 法

的な もの の
一

部が教 団 に 引 きつ が れ て い る。 自らの 教派的伝統を
， 最 も大 きく

法的に教団に受け継が せ たの は 会衆派教会 （組合 ，
バ プテ ス トな ど）で す 。 す

なわち ， 各個教会の 独立性は教 団に お い て 確保 され ま した 。 次に
， 日本基督教

会 で す 。 全 体教 会 の 信仰 と職制 を重 ん ず る 伝 統 は 受け継 が れ ま した 。 しか し，

日基 の
， 長老派の 特徴 で あ る 中会（

＝ 教 区）に は
， 法的に重 要 な地位 は与え られ

なか っ た 。 （た だ し， 実質的に は 1960年代 か ら教団 の 権限が教区 に 委譲 され て

い き
， 紛争 に よ り，

そ の 傾向は 一
層強ま っ た 。 ）メ ソ ヂ ス トその 他は そ の 法的

基盤を捨て ま した 。

　私は
， 教団 に お ける教派的伝統の 実質は信仰的な もの

， 霊 的な もの
， 神の 知

恵の よ うな もの で あ る と考 えて い ます 。 「霊 性」 とい っ て よい
。 それ は個 人的

な霊 性 だ けで な く， 教 会 的 な霊性 で す 。 ゆ え に
， 教 会 に お い て

，
人 に よ っ て

，

受 け継 がれて い く。
こ の 実質的伝統が信仰者 をつ くり， 教会 をつ くり， 伝道す

る力 を与えて い きます 。 例 えば
， 私の 仕えて い る教会で は

，
メ ソ ヂ ス トの 伝統

として
， 伝道 ， 奉仕 ， 交わ り， 恵み の 座 に跪 い て 聖餐 を受け る仕 方 を大切 に し

て きました 。 長老派の 伝統で は
， 説教 を重ん じ

， 長老， 信徒の 訓練な どが重 ん

じられ ます。 祈 りを重 んずる教会 もある で し ょ う。 浸礼で 洗礼 を行 うこ と を大

切 とす る教 会 もあ るで し ょ う。 そ れ らは ， そ れぞ れ よい 霊性 を持 っ て い る と思

い ます 。

教 派的伝統を大事 にす る人 たち と教会は ，
こ の 霊性 を受け継 ぐ力が衰えて は い

ない か ， 吟味す る必 要が あ ります 。 教 派 的伝 統 の 形 を失 っ て い きつ つ あ る 今 ，

　 12

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Tokyo Union Theological Seminary

NII-Electronic Library Service

Tokyo 　Unlon 　Theologloal 　Semlnary

合同教会 として の 日本基督教団

その 霊性 を新 し く受 け継い で 行 くた め に は
， 大きな祈 りと努力が必要 と思わ れ

ます。

　2． 教団の 法的基盤の み で教会形成 と伝 道 が で きるか

　で きない と考える人々 が い ます。 で きる と考 える人々 もい ます。

　で きな い と考 え る 人 ， あ る い は 難 しい と考 える 人 は ， 教 団の 信仰 告白と教

憲 ・教 規 は教 団を ま とめ る た め の 道具で あ っ て
， 教会の 形成 と伝道の た め の 力

として 十分で は ない
， と考 え

，
旧教派的伝統に 力を見出して

， そ こ に 帰 り， 守

ろ う と します 。

　で きる と考 え る 人 は
， 信仰告白と教憲 ・教規か ら ， また ， 聖書か ら形 成 と伝

道の た め の 霊 的な力 を汲み 取 る こ とが で きる
，

と考える 。 現実 に
， 教 団成立 以

後で きた教 会の 多 くは 旧教派の 伝統を意識 して い ない と思 わ れ る が
，

立 派 に 教

会形成 を し， 力強 く伝道 して い る教会が 多くあります。 す る と
，

で きる とい う

方向を指 し示 して い ます 。 また
， 旧教派的伝統 を重ん ずる教会が

， 形成 と伝道

にお い て
， 必ず し も模範を示 して は い ない の で す。

　い ずれ に して も，
ポ イン トは霊性 で あ り ， 霊 性な くして教会 を形成 し

， 伝道

す る こ とは で きませ ん 。 教 派的伝統を意識 して い ない 教会 に おい て も， その 教

会独自の 霊性が 与え られ て い るの だ
，

と私 は思い ます 。
つ ま り， 合 同教 会 と し

て の 霊性 とい うべ きもの が 形づ く られ つ つ あるの で は ない だ ろ うか 。 た だ
， そ

れ は十分 に 力 あ る霊性 か ， 見 える よ うな姿 を とりつ つ ある か どうか
，

は ま だ明

らか で は ない と思い ます 。

　私は 10年ほ ど前に ア メ リ カ を訪れた 時 ，
カ ナ ダ合同教 会で 十数年牧会 し ， そ

の 後 ア メ リ カの 長老教 会で 牧 会 を して い る 牧師 と話 を した こ とが あ ります 。 私

は
， 「カ ナ ダ合 同教 会 は ど うで すか 。 うま くい っ て い ます か」 と尋ね ， 我々 日

本の 合同教会は
， 困難 に 直面 して い る こ とを説明 しま した 。 す る と

， 彼は 即座

に ，

“Presbyterian　fervor
，
　Methodist　theonogジ （「長老派 の 熱心 とメ ソヂ ス トの

神学」） と答 え ま した 。
こ れ は

，
カ ナダ合同教 会の 中で

， 交わ され て い る ，
ユ

ーモ ア をこ め た 自己寸評で あろ うと思われ ます。 元来は
， 長老派の 特徴 は神学
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で
，

メ ソ ヂ ス トの 特徴は熱心で あるの だが ， 長老派の 伝統を持 つ 教会が メ ソ ヂ

ス トの 熱心 を身につ け ，
メ ソ ヂス トの 伝統を持つ 教会が長老派の 神学 を学ん で

い る
，

とい うこ とで す。
これ は

， 合同教 会の よい 面 と同時に 予期 しなか っ た 皮

肉な面 とが 現れ た とい うこ とで あります 。

　教 団の 教 会 も， 私た ちが知 らない 内 に
， 旧教 派の 伝統 を修正 し

， 改め つ つ
，

合同教 会の 新 しい 伝 統 をつ くりつ つ ある の だ ろ うと思 い ます 。 旧教 派の 伝統を

こ とさ らに強調す る の は
，

同 じ伝統 を持 つ 他 の 教 派 の 人 々 か ら見 る と滑稽 で あ

る か も しれ ませ ん 。

　3．教派 的伝統 は主キ リス トに仕 え る道具 で あ る

　教派の 違い は
， 「まこ とに して

，

一
つ な る教会の 中で

， 神 の こ とば の 受け取

り方の 角度 に よ っ て 生 じた相違」で ある とい われ る が （北森嘉蔵「合同教会論」，

p ．11）， そ の 違い は根幹の もの で は あ りませ ん 。 教派的伝統 は
， 教 会 の 体 なる

主 キ リス トに仕 える 道具の 一 つ で す 。 道具 は古 くなる と
， 修理 し， 磨 き， 新 し

くす る 必 要があ ります 。 そ して
， そ こ に は新 しい 霊性が必要 で す 。 霊性 を祈 り

求め な けれ ば な ら ない
。

　30年以 上 に 及ぶ 教 団の 混乱 を見て きた 人 々 に は ， 教 団 に霊 性が あ る とは 思 え

な い か もしれ ませ ん
。 しか し， 教団を愛 し ， 教団の 形成の た め に労 し， 祈 っ て

お られる 多 くの 方が ある こ とを ， わた しは知 っ て い ます。 その 人た ち とその 教

会の 中に は
， 合同教会 で ある 教 団の 霊性が生 まれつ つ ある と

， 私は信 じて い ま

す。

　教 団の 法的基盤 と教派的伝統 の 上 に新 しい 合同教 会の 霊性 が 与 え られ
， 教団

の 諸教 会が 力強い
， 形成 と伝道 をす る こ とが で きる よ う祈 りた い と思 い ます 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　（い とう　 みずお）
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